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○ 総論
現行の「統一基準の見直しに当たっての
基本的な考え方」に基づき、現在の鉱工
業活動の実態に見合った内容となるよ
う、全体的な基準の見直しを図る。

● ● ● 【引き続き審議】
（統一基準の見直しに当たっての基本的な考え方の概
要及び今回の変更の趣旨等を確認。見直しの方向性は
概ね了解が得られたものの、何点か疑義が残されてい
るため、引き続き、審議を実施）

【委員等からの主な意見】
◆本調査の将来的な見直しのために統一基準を見直す
という方向性は理解したが、今後予定されている調査の
見直しの具体的な内容がわからないと、適否の判断は
難しいことから、現時点で想定されている見直しの内容
を説明してほしい。

◆（上記質問に対し調査票種類の縮減、品目の統廃
合、新規品目を検討している旨の回答があり）将来、予
定されている見直しの内容は、統計委員会に諮問すると
の認識でよいか。

◆どのような状況であれば、統一基準の見直しを行うの
か、ルール化しておくとよい。そういったものが統計委員
会で検討する内容と考える。

○ 製品欄の内訳項目について、以下の補
足内容を削除
・ 調査品目や項目が詳細または多岐に
わたっているものについて一般統計調査
へ移行することを検討すること

・受け入れについて、海外からの受入
が多い品目について「国内」と「国外」に
分けることを原則とすること

● 【おおむね適当と整理】
（内訳項目補足内容を削除する背景、内訳項目の行政
ニーズ等を確認。統一基準から当該記述を削除すること
は了解）

【委員等からの主な御意見】
◆行政上の理由があって統一基準に盛り込んだもので
あり、今後の調査項目の見直しの際は、その趣旨等を
明確にすべき。

◆具体的な調査項目の変更の際に、改めて審議し、そ
の妥当性について確認することが必要

○ 製品欄の調査品目となる対象商品につ
いて、「商品」を示す内容を「工業統計調
査用商品分類」から、「経済センサス-活
動調査及び経済構造実態調査の調査品
目分類」へ変更

● ●

○ 製品欄の調査品目について、現在調査
されていない商品のうち、調査品目とし
て採用する場合の年間出荷額の基準
を、「1000億円以上」から「500億円以上」
へ引き下げ

○ 製品欄の調査品目を見直す際、「日本標
準産業分類」の変更に対応した見直しか
ら、「産業分類・生産物分類」の変更に対
応した見直しを行うことへ変更

１ 今回申請された変
更について
（１）統一基準の見直し

【引き続き審議】
（調査品目の選定基準の見直しの考え方等について確
認。新規調査品目の採用基準の変更等、基本的な方向
性は了承されたが、調査品目の統合や記載内容の一部
について、次回部会で再整理することとなった。）

【委員等からの主な御意見】
◆生産規模が縮小した調査品目については、他の品目
と統合して調査を継続しているとのことだが、品目を統
合する際は慎重な検討を要する。

◆新規品目が入りにくい状況であるため、新たな品目を
入れる際には柔軟な対応を検討されたい。

◆本調査の見直しを行う際に対応すべき分類が、日本
標準産業分類と、総務省が策定した生産物分類（2024
年設定）ということであれば、その旨明記した方がよい。

産業統計部会の審議状況について
（経済産業省生産動態統計調査）（報告）
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○ 生産能力・設備欄について、それらを把
握することは継続した上で、以下の補足
内容を削除
・ 生産指数に比べて生産能力指数及び
稼働率指数の業種別代表率が低い（生
産指数採用品目に比べて生産能力指数
及び稼働率指数採用品目が少ない）業
種を重点に、調査の可能性等の検討を
⾏った上で拡充を図ることとする
・ 調査単位については、より実態を表す
単位を採用する（設備調査から能力調査
への切り替えも推進する）。

● 【おおむね適当と整理】
（生産能力・設備欄に関する記述を削除する理由及び現
在生産能力等を把握している品目の今後の取扱いにつ
いて確認。現在把握している品目については継続して把
握する方針を確認の上、現状に即して、統一基準から当
該記述を削除することは了解）

【委員等からの主な御意見】
◆生産能力は、重要な指標であるため、把握を継続す
ることは評価したい。報告者に正しく回答してもらうこと
が重要

◆技術の進歩が著しい分野で生産能力を把握するのは
困難な面もある。

◆生産能力は、重要なデータであるため、今後も継続す
る調査品目については、その調査内容を実態に合わせ
る工夫を継続することが必要

○ 調査票について、これまで「調査品目の
少ない調査票又は調査品目が類似して
いる場合等」に調査票の再編・統廃合を
行うとされていたところ、新たに「調査項
目が類似している場合」にも再編・統廃
合を行うと、内容を追加

● ● 【引き続き審議】
（調査票の再編・統廃合を行う場合の検討内容に、新た
に「調査事項の類似性」を追記する理由について確認。
追記する必要性について更なる確認を要するため、引き
続き、次回部会で審議することとなった。）

【委員等からの主な意見】
◆「調査事項の類似性」をこれまで統一基準に記載して
いなかったことで、調査票の見直しを行う際に、何らかの
問題が生じたことがあったのか。
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○ 現在、速報、確報、年報で、それぞれ異
なる公表様式を使用しているところ、これ
を共通の公表様式に統一化する

●

○ 公表様式の統一化に関連する調査計画
の集計事項に関する記載内容を変更

○ 年報の様式変更のタイミングについて、
令和７年６月公表予定の令和６年分年報
から実施

○ 速報の集計事項で記載されている「出荷
数量」という文言を、「販売数量」に変更

（３）その他
の変更

ア 報告を
求める事
項の変更
（調査品目
の区分変
更）

○ 「機械器具月報（その40）自動車（戦闘用
自動車を除く）」の「1-1 製品」の品目区
分のうち、二輪自動車（モータースクータ
を含む）について、法令の改正を踏まえ
て調査品目の区分を変更

● 【適当と整理】
（品目区分を変更する背景と必要性等を確認。法令改
正を踏まえた内容であり、現行の統一基準に沿っている
こと、また、業界団体とも調整済であることから、適当と
整理）

イ 調査方
法の変更
（調査票の
電磁的記
録での提
出の削除）

○ 調査票の提出方法のうち、「電磁的記録
による提出」について、記述を削除

● 【適当と整理】
（現状の調査票提出状況を確認。オンラインによる提出
が進展しており、当該記述の削除をしても支障がないこ
とが確認されたことから、適当と整理）

○ 「今後の課題」として、将来的な母集団名
簿の整備について、本調査の精度を確
保する観点から、経済構造実態調査に
工業統計調査が包摂された場合、本調
査の母集団名簿の作成方法に影響が生
じる可能性があるため、将来的な母集団
名簿の整備方法について、経済構造実
態調査の見直し状況も踏まえ、検討する
こと

● 【おおむね適当と整理】
（経済センサス-活動調査を用いた母集団名簿の整理に
ついて確認し、対応は適当と整理。なお、経済構造実態
調査を用いた本調査の名簿の整理については検証中で
あることから、今回の答申での取扱いを検討）

（２）集計事項の変更 【おおむね適当と整理】
（速報、確報、年報の公表様式を統一化する必要性、利
活用面での影響、統一化に関する利用者への周知やサ
ポート等の対応について確認。利用者の利便性の確保
や、丁寧な情報提供が必要との意見があったものの、
公表様式の統一化により、機械判読可能な形で集計表
が提供でき、集計作業の効率化、正確性の向上に資す
ることから変更内容は了承。）

【委員等からの主な意見】
◆集計事項の文言等の修正については、本調査の定義
について、一般に広く知られていないことから、変更の
背景事情がわかるよう整理することが必要

◆現行の速報で提供している鉱工業指数ベースの増減
率等について、利用者が引き続き再現して把握できるよ
う、鉱工業指数に対応している品目についての情報や、
再現方法等を提供することが必要

◆利用者が各自で増減率等を計算することになるが、
計算した数値が正しいのかどうかが確認できない点に
懸念がある。調査品目の接続が正しくできているか等、
確認できるような情報が必要

◆今回の集計事項の変更内容と利用者に提供するツー
ル等の情報については、事前に利用者へ周知を徹底す
ることが重要

◆ツールの活用や、変更点の十分な説明等、今回の変
更によって生じる課題については、答申の中に盛り込む
こととしたい

２．統計委員会諮問第
128号の答申（令和元
年５月24日付け統計委
第１号）における「今後
の課題」及び「留意す
べき事項」への対応状
況について
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○ 「留意すべき事項」として、経済産業省
は、これまで都道府県において蓄積して
きた調査対象事業所の特性等のノウハ
ウの提供を受け、それを基に民間事業
者に対し、適切な指導・作成プロセス管
理を行うこと

● 【適当と整理】
（前回答申以降の調査実施者における一連の対応状況
を確認し、適当と整理）

○ 「留意すべき事項」として、経済産業省
は、都道府県における本調査結果の利
用や動向分析等に支障が生じないよう、
適切に情報提供等の支援を行うこと。
また、本調査は、調査結果の利活用状
況からみて、安定的な結果提供の維持
等が必要であることから、今回の変更に
よる調査結果への影響分析を行い、そ
の結果を委託業務内容等の改善に活用
するとともに、分析結果を、本委員会にも
事後的に報告する必要がある。

※部会日程
第１回（第130回産業統計部会）：令和７年６月２日（月）開催
第２回（第131回産業統計部会）：令和７年６月19日（木）開催
第３回（第132回産業統計部会）：令和７年７月30日（水）開催予定

２．統計委員会諮問第
128号の答申（令和元
年５月24日付け統計委
第１号）における「今後
の課題」及び「留意す
べき事項」への対応状
況について
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